
地方公共団体の入札・契約制度の概要

【指名競争入札について】

（意義）
地方公共団体が資力、信用その他について適切と認める特定多数を通知によって指名し、その特定の参加者をして入札の方法によって競争させ、契約
の相手方となる者を決定し、その者と契約を締結する方式

（概要）
○指名競争入札によることができる要件
次のいずれかに該当する場合は、指名競争入札によることができる。（地方自治法（以下「法」という。）第234条第２項、地方自治法施行令（以下

「令」という。）第167条）
① 契約の性質・目的が一般競争入札に適しない契約をするとき。
② 契約の性質・目的により、入札に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
③ 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

○指名通知
指名競争入札により契約を締結しようとするときは、有資格者のうちから、入札に参加させようとする者を指名し、入札の場所・日時等の必要事項と

併せて通知しなければならない。（令第167条の12第１項、第２項）

○入札参加資格等
・契約締結能力を有しない者等を参加させてはならない。（令第167条の11第１項で準用される令第167条の４第１項）
・談合関与者等を３年間以内排除することができる。（令167条の11第１項で準用される令第167条の４第２項）
・あらかじめ工事等の実績、経営の規模等を参加要件（令第167条の５第１項の規定事項）として定めなければならない。（令第167条の11第２項）

○落札者の決定方式
原則、予定価格の制限の範囲内において最高（収入を伴う場合）・最低（支出を伴う場合）の価格をもって申込をした者を落札者とし、以下の場合に

は例外的に最低の価格をもって申込をした者以外のものを落札者とすることができる。（法第234条第３項）
・低入札価格調査制度（令第167条の13で準用される令第167条の10第１項）
・最低制限価格制度（令第167条の13で準用される令第167条の10第２項）
・総合評価方式（令第167条の13で準用される令第167条の10の２第１項、第２項）

（長所）
○一般競争入札に比して不良・不適格業者を排除することができる。
○一般競争入札に比して契約担当者の事務上の負担や経費の軽減を図ることができる。

（短所）
○指名される者が固定化する傾向がある。
○談合が容易である。
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必須資格（令１６７条の４①） 、任意資格（令１６７条の４②、令１６７条の５①）

有資格者審査

＜落札者決定方法＞
・低入札価格調査制度（令１６７条の１３で準用される
令１６７条の１０①）
・最低制限価格制度（令１６７条の１３で準用される
令１６７条の１０②）
・総合評価方式 （令１６７条の１３で準用される
令１６７条の１０の２①、②）

開 札

＜開札方法＞
・入札の終了後職員立会いのもと開札

（令１６７条の１３で準用される令１６７条の８①）
※電子入札の場合は立会いなしとすることも可能

（令１６７条の１３で準用される令１６７条の８②）
・同価入札の場合はくじ引きで決定

（令１６７条の１３で準用される令１６７条の９）

入札保証金の納付（法２３４条④、令１６７条の１３で準用される令１６７条の７） 、入札書の書換、引換、撤回の禁止（令１６７条の１３で準用される令１６
７条の８③）

入 札

契約保証金の納付（法２３４条の２②、令１６７条の１６） 、契約書への記名・押印又は契約内容を記録した電磁的記録への電子署名をもって
契約の確定（法２３４条⑤）

契約の締結

落札者決定

・有資格者のうちから指名（令１６７条の１２①）
・指名した者に通知（令１６７条の１２②）
＜通知事項＞入札の場所、日時等の必要事項（令１６７条の１２②） 、無資格者による入札が無効な旨（令１６７条の１２③で準用される令１６７条の６
②）、 総合評価方式による旨、落札者決定基準（令１６７条の１２④）

指名通知
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